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【資料４ 上越地域合併協議会関連資料】 

 

                               上 合 第１４１８０号 

                               安 総 第  ４３８号 

                               浦 総 第 ２７８８号 

                               大 企 第   ３５号 

                               牧 総 第  ２５４号 

                               総  第  ６２７号 

                               大潟総第  ３４８号 

                               頸 発 第 １２６３号 

                               吉 企 第  １００号 

                               中 政 第  １０１号 

                               板 総 第 １０２７号 

                               清総広第   ６８号 

                               三 総 第 １９５９号 

                               名 総 第  ５０４号 

                                    平成１５年８月２２日 

 

 新潟県知事 平 山 征 夫 様 

 

上 越 市 長  木 浦 正 幸 

安 塚 町 長  矢 野   学 

浦川原村長  原   恒 博 

大 島 村 長  岩 野 虎 治 

牧 村 長  中 川 耕 平 

柿 崎 町 長  楡 井 辰 雄 

大 潟 町 長  渡 邉 之 夫 

頸 城 村 長   関  田  武  雄 

吉 川 町 長  角 張   保 

中 郷 村 長  吉 田   侃 

板 倉 町 長  瀧 澤 純 一 

清 里 村 長  梅 澤 正 直 

三 和 村 長  髙 倉 英 雄 

名 立 町 長  塚 田 隆 敏 
 

 

上越地域合併協議会の設置について（届出） 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関す

る法律（昭和４０年法律第６号）第３条第１項の規定により、上越地域合併協議会を設置したの

で、地方自治法第２５２条の２第２項の規定により、下記の関係書類を添えて届け出ます。 
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記 

 

１ 協議会を設置する地方公共団体名 
   上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、

板倉町、清里村、三和村、名立町 
 

２ 協議会の設置を必要とした理由 

   地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、上越市、安塚町、浦 
川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板倉町、清里村、三 
和村、名立町と、合併の方式など合併の基本項目を協議、決定するほか、新市建設計画の 

策定や事務事業の調整など、１４市町村による市町村合併に向けて協議を行うため、上越 
地域合併協議会を設置する。 

 
３ 協議会規約の写し（略） 

 
４ 関係地方公共団体の議会の議決書の謄本（略） 
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                               上 合 第１４１８３号 

                               安 総 第  ４３９号 

                               浦 総 第 ２７８９号 

                               大 企 第   ３６号 

                               牧 総 第  ２５５号 

                               総  第  ６２８号 

                               大潟総第  ３４９号 

                               頸 発 第 １２６４号 

                               吉 企 第  １０１号 

                               中 政 第  １０２号 

                               板 総 第 １０２８号 

                               清総広第   ６９号 

                               三 総 第 １９６０号 

                               名 総 第  ５０５号 

                                    平成１５年８月２２日 

 

 新潟県知事 平 山 征 夫 様 

 

上 越 市 長  木 浦 正 幸 

安 塚 町 長  矢 野   学 
浦川原村長  原   恒 博 
大 島 村 長  岩 野 虎 治 
牧 村 長  中 川 耕 平 
柿 崎 町 長  楡 井 辰 雄 
大 潟 町 長  渡 邉 之 夫 
頸 城 村 長   関  田  武  雄 
吉 川 町 長  角 張   保 
中 郷 村 長  吉 田   侃 
板 倉 町 長  瀧 澤 純 一 
清 里 村 長  梅 澤 正 直 
三 和 村 長  髙 倉 英 雄 
名 立 町 長  塚 田 隆 敏 

 

合併重点支援地域の指定について（依頼） 

 
 上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川町、中郷村、板

倉町、清里村、三和村、名立町では、平成１５年３月に上越地域法定合併協議会準備会を設置

し、合併の基本項目に関する協議を始め、事務事業の調整や将来構想の策定などを行ってまい

りました。 
 このほど、構成１４市町村では、平成１５年８月４日から１５日の間で、市町村合併に係る

上越地域合併協議会設置の議会議決をいただいたところです。 
 今後、平成１７年１月１日の合併に向け、１４市町村で新市建設計画の策定などの合併協議

を進めることとなりました。 
 つきましては、当地域の市町村合併に対し、貴職を始め新潟県関係部局のご支援とご協力を

いただきたく、合併重点支援地域として指定くださるようお願い申し上げます。 
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上越地域合併協議会規約 
 

 （協議会の設置） 

第１条 上越市、安塚町、浦川原村、大島村、牧村、柿崎町、大潟町、頸城村、吉川

町、中郷村、板倉町、清里村、三和村及び名立町（以下「構成市町村」という。）

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合

併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」という。）第３条第１

項の規定に基づき、合併協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （協議会の名称）  

第２条 協議会は、上越地域合併協議会と称する。 

 （協議会の担任する事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。 

 (1) 構成市町村の合併に関する協議 

 (2) 法第５条の規定による市町村建設計画の作成 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、構成市町村の合併に関し必要な事務 

２ 協議会は、前項各号に掲げる事務の管理及び執行に際しては、上越地域法定合併

協議会準備会で協議された事項を最大限尊重するものとする。 

 （協議会の事務所） 

第４条 協議会の事務所は、上越市に置く。 

 （協議会の組織） 

第５条 協議会は、会長その他の役員及び委員をもって組織する。 

 （役員） 

第６条 役員は、次のとおりとする。 

 (1) 会長 

 (2) 副会長 ４人 

 (3) 監事 ２人 

２ 会長は、構成市町村の長が協議し、第８条第 1項の規定により委員となるべき者

のうちからこれを選任する。 

３ 副会長及び監事は、委員の互選により定める。 

４ 役員は、非常勤とする。 
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 （役員の職務） 

第７条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。この場合において、会長の職務を代理する順序は、あらかじめ会

長が定める。 

３ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告する。 

 （委員） 

第８条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 構成市町村の長 

 (2) 構成市町村の議会の議長及び構成市町村の議会が当該構成市町村の議会の議

員のうちから選出する者 

 (3) 学識経験者その他の者で構成市町村の長が協議により必要と認めるもの 

２ 前項第２号及び第３号に掲げる者をもって充てる委員の定数は、構成市町村の長

が協議により定める。 

３ 委員は、非常勤とする。 

 （会議等） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会

長が議長となる。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議に付すべき事項を示して会議の招集の請求があ

ったときは、会長は、会議を招集しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付する事

項をあらかじめ委員に通知しなければならない。 

４ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

５ 会長は、協議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは

説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

 （小委員会） 

第１０条 協議会の担任する事務の一部について調査、審議等を行うため、協議会に

小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 （幹事会） 

第１１条 会議に諮る事項をあらかじめ協議し、及び調整するため、協議会に幹事会

を置く。 
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２ 幹事会は、構成市町村の助役又は収入役をもって組織する。 

３ 前項に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

 （専門部会） 

第１２条 第３条第１項各号に掲げる事務について専門的に協議し、及び調整するた

め、幹事会に専門部会を置く。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （事務局） 

第１３条 協議会に事務局を置く。 

２ 事務局に置く職員は、構成市町村の長が協議により定める。 

３ 前項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （経費の支弁の方法） 

第１４条 協議会に要する経費は、構成市町村が協議して負担する。 

 （会計年度及び財務） 

第１５条 協議会の会計年度は、普通地方公共団体の会計年度とする。 

２ 協議会の財務に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （費用弁償等） 

第１６条 役員及び委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等（以下「費用

弁償等」という。）を受けることができる。 

２ 費用弁償等の額及び支給方法は、会長が定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１７条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打

ち切り、会長であった者がこれを決算する。この場合において、会長であった者は、

当該決算を委員であった者に報告するものとする。 

 （その他） 

第１８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、構成市町村の長が協議により定める日から施行する。 

 （会計年度の特例） 

２ 第１５条第１項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の属する年度の会計年

度は、この規約の施行の日からその日の属する年度の末日までとする。 
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上越地域合併協議会幹事会規程 
 （趣旨） 

第１条 この規程は、上越地域合併協議会規約（以下「規約」という。）第１１条第

３項の規定に基づき、上越地域合併協議会（以下「協議会」という。）に置く幹事

会（以下「幹事会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （所掌事項） 

第２条 幹事会は、協議会の会長（以下「会長」という。）の指示を受け、協議会の

会議に諮る事項をあらかじめ協議し、及び調整するものとする。 

 （幹事長及び副幹事長） 

第３条 幹事会に幹事長及び副幹事長１人を置く。 

２ 幹事長及び副幹事長は、幹事（幹事会を組織する者をいう。）の互選により定め

る。 

３ 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

４ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長が議長となる。 

 （関係者の出席等） 

第５条 幹事長は、協議又は調整に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることが

できる。 

 （報告） 

第６条 幹事長は、幹事会の協議及び調整の経過及び結果について会長に報告するも

のとする。 

 （庶務） 

第７条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 

 （その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年８月２０日から施行する。 
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上越地域合併協議会専門部会規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、上越地域合併協議会規約（以下「規約」という。）第１２条第

２項の規定に基づき、上越地域合併協議会（以下「協議会」という。）に置く専門

部会（以下「専門部会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （所掌事項） 

第２条 専門部会は、上越地域合併協議会幹事会規程第３条第１項の規定により置か

れる幹事長（以下「幹事長」という。）の指示を受け、規約第３条第１項各号に掲

げる事項について専門的に協議し、及び調整するものとする。 

 （設置） 

第３条 設置する専門部会は、別表のとおりとし、その担任する事項は、協議会の会

長（以下「会長」という。）が定める。 

 （組織） 

第４条 専門部会は、専門部会員をもって組織する。 

２ 前項の専門部会員は、規約第１条に規定する構成市町村の課長のうち専門部会に

係る事務を所掌する者をもって充てる。 

 （専門部会長及び副専門部会長） 

第５条 専門部会に専門部会長及び副専門部会長１人を置く。 

２ 専門部会長及び副専門部会長は、専門部会員の互選により定める。 

３ 専門部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。 

４ 副専門部会長は、専門部会長を補佐し、専門部会長に事故があるとき又は専門部

会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 専門部会の会議は、専門部会長が招集し、専門部会長が議長となる。 

２ 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することが

できる。 

 （関係者の出席等） 

第７条 専門部会長は、協議又は調整に必要があると認めるときは、関係者の出席を

求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 
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 （分科会） 

第８条 専門部会に必要に応じて分科会を置くことができる。 

 （報告） 

第９条 専門部会長は、専門部会の協議及び調整の経過及び結果について随時幹事長

に報告するものとする。 

 （庶務） 

第１０条 専門部会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 

 （その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年８月２０日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

議会専門部会 総務専門部会 広報公聴専門部会 組織・人事専門部会 財政専門

部会 税務専門部会 企画専門部会 電算専門部会 都市計画専門部会 建設専門

部会 下水道専門部会 商工観光専門部会 農林水産専門部会 環境専門部会 福

祉専門部会 保健専門部会 保険・年金専門部会 窓口専門部会 学校教育専門部

会 社会教育専門部会 文化・教育施設専門部会 ガス水道専門部会 
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上越地域合併協議会小委員会規程 
 （趣旨） 

第１条 この規程は、上越地域合併協議会規約（以下「規約」という。）第１０条第

２項の規定に基づき、上越地域合併協議会（以下「協議会」という。）に置く小委

員会（以下「小委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （設置） 

第２条 小委員会は、協議会の会長（以下「会長」という。）が必要に応じて協議会

の会議に諮って置くものとする。 

 （所掌事項） 

第３条 小委員会は、協議会が指定した事項について、調査、審議等を行うものとす

る。 

 （組織） 

第４条 小委員会は、協議会の委員のうちから規約第８条第１項第１号に規定する委

員が協議して定める委員をもって組織する。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 小委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、小委員会の委員（以下「委員」という。）の互選により

定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、小委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 小委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 小委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 （関係者の出席等） 

第７条 委員長は、調査、審議等に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることが

できる。 

 （報告） 

第８条 委員長は、小委員会の調査、審議等の経過及び結果について協議会に報告す 

るものとする。 
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（庶務） 

第９条 小委員会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 

 （準用） 

第１０条 小委員会の運営については、この規程に定めるもののほか、上越地域合併

協議会の会議の運営に関する規程を準用する。 

 （その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年１０月７日から施行する。 
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上越地域合併協議会の会議の運営に関する規程 
 （趣旨） 

第１条 この規程は、上越地域合併協議会規約（以下「規約」という。）第１８条の

規定に基づき、上越地域合併協議会（以下「協議会」という。）の会議（以下「会

議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会議の公開） 

第２条 会議は、公開とする。 

 （会議録の作成及び公表） 

第３条 協議会の会長（以下「会長」という。）は、会議の終了後、速やかに次に掲

げる事項を記載した会議録を調製しなければならない。 

 ⑴ 開催した日時及び場所 

 ⑵ 出席者の氏名 

 ⑶ 議題及び議事の要旨 

 ⑷ その他必要な事項 

２ 会議録には、会長及び会長が会議において指名した２人の協議会の委員が署名し

なければならない。 

３ 会議録は、協議会の事務局及び規約第１条に規定する構成市町村において一般の

閲覧に供するとともに、協議会のホームページに掲載するものとする。 

（会議運営委員会） 

第４条 会議を円滑に運営するため、協議会に会議運営委員会を置く。 

２ 会議運営委員会は、会長、協議会の副会長、規約第８条第１項第１号に規定する

委員及び上越市議会議長をもって組織する。 

３ 会議運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。 

 （議事進行） 

第５条 会議の議事は、原則として出席した協議会の委員の全会一致をもって決する。

ただし、全会一致とならない議事は、出席した協議会の委員の３分の２以上の賛成

をもってこれを決する。 

 （委員の代理出席） 

第６条 協議会の委員の代理出席は、これを認めないものとする。 

 （傍聴の手続等） 

第７条 会議を傍聴しようとする者は、備付けの会議傍聴人受付簿に住所及び氏名を

記入しなければならない。 
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２ 傍聴席は、一般席と報道関係者席に区分するものとする。 

 （傍聴人の遵守事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 

 ⑴ 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明し、又は

批判、論評その他の行為をしないこと。 

 ⑵ 私語を発し、談笑をする等他の傍聴人の傍聴の妨げになる行為をしないこと。 

 ⑶ 会議の会場において、広告物の配布その他の示威的行為をしないこと。 

 ⑷ その他公正な会議の運営及び議事の進行を妨げる行為をしないこと。 

２ 傍聴人は、会長又は係員の指示に従わなければならない。 

３ 会長は、傍聴人が前２項の規定に違反したときは、これを制止し、その指示に従

わないときは、当該傍聴人を直ちに退場させることができる。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年１０月７日から施行する。 
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